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研究要旨

平成 30年度薬価制度抜本改革が我が国の医薬品流通環境に与える影響を分析・評価す

るために、a.資 料に基づ く分析、b.個別企業か らの情報に基づ く分析 (ア ンケー ト調査な

ど)、 c.比 較研究 (流通に政府 の規制があるビール業界 との比較)を行つた。

資料にもとづ く分析か らは、医薬品卸売業者の経営状況について、利益水準 (営業利益

率など)が他業界に比べて低 く、薬価改定の年度においては各経営指標が低下する傾向が

あることが理解 された。アンケー ト調査か らは、流通改善の諸課題の うち、医薬品製造販

売業者及び医薬品卸売業者が 「過大な値引き交渉」など川下の価格交渉に関わる項 目を重

視 していたのに対 し、保険薬局は 「適切な一次仕切価の提示」など川上取引に関わる項 目

を重要 としていた。また、薬価制度抜本改革が企業経営に与える重要度については、三者

とも「毎年薬価調査・毎年薬価改定」の影響が大きい と認識 していた。比較研究からは、

酒類 (ビール)の取引では法律に基づき 「公正な取引の基準」が告示 され、基準を遵守 し

ない業者に対 しては、指示・命令等ができることとされていることが理解 された。

A.研 究 目的

平成 30年度薬価制度抜本改革が我が国の

医薬品流通環境に与える影響を、多様な視点

から分析、評価する。

その前提 として、現在の医薬品流通環境に

関する状況・問題点も明らかにする。

これ らを踏まえて、今後の薬価制度のあり

方を検討する際の基礎資料を整え、提供する

ことを目的とする。

B.研 究方法

1.資料に基づく調査研究

(1)医薬品卸売業者の経営の分析

日本医薬品卸売業連合会の「医薬品卸売業

の経営概況」 (2013年 から2017年の過去

5カ 年分)に掲載されている卸経営の状況

(売上総利益率、販売費及び一般管理費率、

営業利益率、損益分岐点など)な どに基づ

き、医薬品卸売業の経営状況について、経

時的な変化 とその要因を分析する。

(2)医療用医薬品の流通実態の分析

厚生労働省医政局経済課が保有 (過去 5カ

年分)する仕切価率、割戻率・アローアン

ス率、最終原価率、納入価率、単品単価契

約率などの指標を用いて、医療用医薬品の

流通実態について、経時的な変化 とその要

因を分析する。

(3)相 談窓口に寄せ られた事例の分析

流通改善ガイ ドラインに基づき厚生労働省

に設置された相談窓日に寄せ られた事例、
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当該事例に関わる医薬品製造販売業者 と医

薬品卸売業者、医薬品卸売業者 と医療機

関・保険薬局間の取引上の問題点の分析・

整理を行 う。

2.個別企業等からの提供情報に基づく調査

研究

医療用医薬品の流通を担 う医薬品製造販売

業者、医薬品卸売業者、保険薬局に対 し、

a。 まず複数社にインタビュー調査を行つて

現状および課題を把握 し、b。 それら知見も

加えて質問項 目を設定してアンケー ト調査

を行い、その結果を分析・整理する。

3.流通改善に向けた施策の検討、提案のた

めの比較研究

価格等の取引条件に一定程度政府が介入

している事例 として酒類 (ビール)を取 り

上げ、医療用医薬品と酒類 (ビール)のそ

れぞれについて流通の特徴 。実態とそれぞ

れの施策が取引に与えている影響や効果を

比較 し、医薬品流通改善の施策への活用に

ついて考察する。

C.研 究結果

1.資料に基づく調査研究

別紙 1。

2.個別企業等からの提供情報に基づく調査

研究

別紙 2。

3.流通改善に向けた施策の検討、提案のた

めの比較研究

別紙 3。

D。 考察

1.資料に基づく調査研究 (別紙 1)につ

いて、まず a.医薬品卸売業の 2013年 から

2017年の過去 5年の経営状況をみると、他の

業界と比べて利益水準 (営業利益率など)は
低 く、薬価改定が行われてきた偶数年度にお

いては、経営指標がさらに低下する傾向にあ

る。このような営業利益率水準では、平時に

おける医薬品の安定供給だけでなく、有事の

際も医薬品卸が全国の医療機関等に医薬品を

安定的に供給する体制を維持・更新 していく

には十分とはいえない。b.医療用医薬品の流

通実態は、一次売差 (納入価 と一次仕切価の

差)がマイナスとなってお り、割戻 し等によ

つてこれを補填する構造となっていること、

長期にわたる未妥結 。仮納入や総価契約 とい

つた取引慣行があることが課題 とされ、この

一次売差マイナスの解消と早期妥結及び単品

単価契約の推進などが流通改善の主要テーマ

となっている。2018年 4月 の流通改善ガイ ド

ラインの適用後、早期妥結については、2018

年 9月 時点の妥結率は全体で 91.70/0と 9割超

の水準となった。単品単価についても、2018

年度上期の場合、前年度 と比較 して大幅に改

善した (200床以上の病院で 84.40/0、 20店舗

以上の保険薬局で 96.50/0)。 c.医療用医薬品

の個別取引に関する厚生労働省医政局経済課

の相談窓口への相談は、医薬品製造販売業

者 。医薬品卸売業者間の仕切価等の交渉に関

するものと医薬品卸売業者・医療機関等間の

価格交渉に関するものを合わせ、2018年 12

月時点で 21件に及ぶ。今後さらに事例が収

集 されていく中で、その見える化等を継続 し

て行つていくことが重要である。

2.個別企業等からの提供情報に基づく調

査研究 (別紙 2)について、a.「医療用医薬

品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべ

きガイ ドライン」が企業経営に与える重要度

については、医薬品製造販売業者及び医薬品

卸売業者が 「過大な値引き交渉」や 「頻繁な

価格交渉」など川下の価格交渉に関わる項 目

を重要と捉えていたのに対 し、保険薬局は「適

切な一次仕切価の提示」や 「 (卸 の)最終原

価の早期決定」といった川上取引に関わる項

目を重要と捉えていた。b.平成 30年度薬価

制度抜本改革が企業経営に与える重要度につ

いては、医薬品製造販売業者・医薬品卸売業

者・保険薬局が共通 して 「毎年薬価調査 。毎
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年薬価改定」を重視 していた。一方、新薬メ

ーカーが 「新薬創出等加算の見直 し」を、ジ

ェネ リックメーカーが「後発品価格の集約化」

を重視している等の相違点も見られた。c.医

薬品流通をよりよくしていくための諸施策の

重要度については、医薬品製造販売業者 。医

薬品卸売業者 。保【父薬局の全体でみて、 「適

正な配送頻度」が流通効率化の側面で最も重

要 と考えられていることが理解 された。

3.流通改善に向けた施策の検討、提案の

ための比較研究 (別紙 3)については、酒類

(ビール)の流通を取 り上げて比較 した。医

療用医薬品の取引、酒類 (ビール)の取引と

もに、公正かつ自由な競争の促進を目的とす

る独 占禁止法の適用を受けるが、別途、厚生

労働省、財務省 (国税庁)が取引価格の設定

等に関する考え方をガイ ドラインや指針等 と

して関係事業者に示 し、当該ガイ ドラインや

指針等に則 した取組・対応を求めている点に

おいて各々の施策は類似 している。 しかしな

がら、酒類 (ビール)の取引については、2017

年 6月 施行の 「酒税法及び酒税の保全及び酒

類業組合等に関する法律の一部を改正する法

律」 (議員立法)に よつて、財務大臣による

「公正な取引の基準」の策定・公示、基準を

遵守 しない業者への行政指導 と行政処分等が

行われることとなり、特に廉売について独占

禁止法よりも厳格な法規制が導入 された点に

おいて、状況が大きく異なる。

E。 結論

これまでの医薬品卸売業の経営概況をみる

と、他業界に比べて利益水準 (営 業利益率な

ど)が低 く、薬価改定のあった偶数年度にお

いては経営指標が低下する傾向にあることが

明らかとなつた。今後、この要因等を分析 し、

さらに 2018年以降の経営実態を踏まえて薬

価制度改革による卸経営への影響を調査研究

していくことが望まれる。

また、アンケー ト調査からは、医薬品製造

販売業者、医薬品卸売業者、保険薬局ともに

薬価制度抜本改革による「毎年薬価調査・毎

年薬価改定」が企業経営に及ぼす影響が非常

に大きいと考えていること等が明らかとなっ

たが、今後、さらにその理由等についての追

加的な調査研究をしていくことも有益と考え

る。

比較研究からは、酒類 (ビール)の取引に

ついては、2017年 6月 施行の「酒税法及び酒

税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一

部を改正する法律」 (議員立法)に よつて、

財務大臣による「公正な取引の基準」の策定 。

公示、基準を遵守 しない業者への行政指導と

行政処分等が行われることとなり、特に廉売

について独占禁止法よりも厳格な法規制が導

入された点において、状況が大きく異なるこ

とが理解 された。今後は、小売段階の最終価

格が再販制度で固定されている著作物 (書籍、

雑誌、新聞、音楽ソフ ト)やたばこの流通と

の比較研究をしていくことも有益と考える。

G.研 究発表 なし

H。 知的財産権の出願・登録状況 なし
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局呻11

1.資料に基づく調査研究

(1)医薬品卸売業の過去 5年の経営状況概観

2013年から2017年の 5年間における医薬品卸売業の経営状況について、売上高伸長率、

売上総利益率、営業利益率等のデータを年度毎に取り上げ、要因分析を行 う。

2013年の前年からの売上高伸長率は、新薬上市や生活習慣病関連薬剤等の伸張、消費増

税による仮需の影響で 4,280/0と 伸張した。売上総利益率は 6.80%(前年比 0.05ポイン ト増)

となった。販管費率は 5,92%(前年比 0.21ポイント減)と なり、2007年 から 60/。 台となって

6年が経過し、はじめて 50/0台 に減少した。そのため営業利益率は 0.880/0(前 年比 0.25ポ イ

ント増)と なった(日 本医薬品卸売業連合会[2014])。

2014年の前年からの売上高伸長率は‐2.300/0と なった。主な要因は、消費増税の駆け込み

需要の反動、長期収載品からジェネリック医薬品への急激な需要転換 (カ テゴリーチェンジ)

によるものとみられている。売上高伸長率のマイナスは、消費税率引上げ (1997年)以来、

17年ぶりとなった。売上総利益率は 6.70%(前年比 0.10ポイン ト減)と なったが、これは

未妥結減算制度の導入により早期妥結に向けた厳 しい価格交渉となったことやカテゴリー

チェンジ等による影響とみられている。販管費率は 6.03%(前年比 0.■ ポイン ト増)と 再

び 60/0台 に戻 り、営業利益率は 0.670/O(前 年比 0.21ポイン ト減)と なった。過去 4年間は営

業利益率が改善したが、2014年は減益となった(日 本医薬品卸売業連合会 [2015])。

2015年の前年からの売上高伸長率は 8.260/0と なった。前年は消費増税の駆け込み需要の

反動やカテゴリーチェンジにより売上高伸長率はマイナスとなったが、一転 して高い伸長

率を記録 した。急増要因は、前年は消費増税の駆け込み需要の反動で売上高の落ち込みがあ

つたこと、C型肝炎治療薬等の新薬販売が大幅に伸長 したこと等の影響とみられている。売

上総利益率は 7.00%(前年比 0,30ポイント増)と なったが、これは単品単価による適正価格

取引の進展、先の新薬販売増の影響が大きいとみられている。販管費率は 5,73%(前年比 0.30

ポイント減)と なった。この結果、営業利益率は 1.270/0(前年比 0.60ポイン ト増)と なり、

1°/。 を超えたのは 2007年 の 1.12%以来 8年ぶ りであった(日 本医薬品卸売業連合会 [2016])。

2016年の前年からの売上高伸長率は-3.510/0と なった。主な要因は、前年に急伸長 した C

型肝炎治療薬の販売が終息し、2016年 4月 の薬価改定や診療報酬改定等で、長期収載品か

らジェネリック医薬品へ切替えが進行、特例再算定や市場拡大再算定によって、先発品販売

の伸長が抑制されたためとみられている。C型肝炎治療薬や薬価改定等による売上減少に

より、売上総利益率は 6.720/0(前 年比 0.28ポ イント減)、 販管費率は 5.890/0(前 年比 0.16ポ

イン ト増)と なった。そのため営業利益率は 0.830/。 (前年比 0.44ポイン ト減)と 再び 1°/。 を

割った(日 本医薬品卸売業連合会[2017])。

2017年の前年からの売上高伸長率は 0,080/0と 微増であった。C型肝炎治療薬の販売が大

幅に減少 したことに加え、診療報酬改定等により長期収載品からジェネジック医薬品への

切 り替えが一層進行 した一方で、旺盛なインバウンド需要の継続とドラッグス トア向け商
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品の販売増が見られたことにより、微増に留まったと推察される。売上総利益率は 6.720/0で

前年と同率であり、C型肝炎治療薬や診療報酬改定等の影響で売上が停滞する中、取引にお

いて単品単価取引の推進により維持されたと推察される。販管費率は 5,790/。 (前年比 0.1ポ

イント減)、 営業利益率は 0,980/0(前 年比 0.1ポイン ト増)と ほぼ前年と同様の比率であつた。

(日 本医薬品卸売業連合会 [2018])。

以上のように 5年間における医薬品卸売業の経営状況を示す売上高伸長率、売上総利益

率、営業利益率、販売費及び一般管理費率等を取 り上げた。売上高の伸長は、新薬上市等の

影響を受け、また、薬価改定が行われてきた偶数年度においては、各経営指標が悪化する傾

向にある。医薬品卸売業は、他の卸売業と比較すると、営業利益率は低く、このような利益

率水準では、日本医薬品卸売業連合会の『 医薬品卸売業の経営概況』でも指摘しているよう

に、平時の安定供給だけでなく有事の際も、医薬品卸が全国の医療機関等に医薬品を安定的

に供給する体制を維持・更新するのに十分な水準にあるとは言い難い。

(2)医療用医薬品の流通実態

2007年 9月 に医療用医薬品の流通改善に関する懇談会 (流改懇)において取りまとめら

れた『医療用医薬品の流通改善について (緊急提言)』 において、医療用医薬品の流通過程

における課題として、「一次売差マイナスと割戻し。アローアンスの拡大傾向の改善」、「長

期にわたる未妥結・仮納入の改善」、「総価契約の改善」が指摘されている。これらの課題は、

2018年 1月 に厚生労働省が策定した『医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守

すべきガイ ドライン (流通改善ガイ ドライン)』 においても主要課題とされており、一次売

差マイナスの解消に向けては「適切な一次仕切価の提示に基づく適切な最終原価を設定」

「割戻 し (リ ベー ト)については流通経費を考慮 した卸機能の適切な評価」をすること等、

また、早期妥結と単品単価契約の推進に向けて「原則として全ての品目について単品単価契

約とすることが望ましいが、少なくとも前年度より単品単価契約の割合を高める」「個々の

医薬品の価値を踏まえた交渉を進める」こと等を流通関係者の留意事項として明記 してい

る。

川上取引に関する「一次売差マイナスの解消、適切な仕切価・割戻し等の設定」について

は、2018年 4月 の流通改善ガイ ドラインの適用後、厚生労働省において 「平成 30年度仕

切価設定等に関する緊急調査」を行い、メーカーにおける仕切価見直しの動向を公表してい

る。調査対象となった医療用医薬品メーカー19社のうち、新薬創出等加算品では、2018年

度の仕切価率が前年度より増加 した企業が 6社、特許品でも 2018年度の仕切価率が前年度

より増加 した企業が 4社あり、仕切価率増の要因はいずれも「製品価値の勧案」「原価を変

更せず、仕切価率・割戻し率を同率引上げ」の結果とされている。後発医薬品でも「一部不

採算品の仕切価率の引上げ」等により、2018年度の仕切価率が前年度より増加 した企業が

7社あつた。他方、長期収載品については、薬価制度改革や市場実勢価を踏まえた一部品目

の仕切価率の引下げなどにより、2018年度の仕切価率が前年度より減少した企業が 3社あ
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つた一方、一部品目について製品価値を勘案して仕切価率を引上げたことにより、2018年

度の仕切価率が前年度より増加 した企業が4社あった (厚生労働省 [2018 al)。

上記の状況を受け、今後の適切な仕切価、割戻し等の設定に向けて、流改懇下におかれて

いる日本製薬工業協会と日本医薬品卸売業連合会のワーキングチームにおいて、「医薬品卸

売業の機能と割戻しの項目・内容」がまとめられている。適切な仕切価・割戻し等の設定に

よつて一次売差マイナスの改善に繋げるべく、特に割戻しに着目して、卸機能の適切な評価

と仕切価を修正するような割戻しの仕切価への反映の観点から、割戻しの体系・内容を卸機

能との対比で整理されている。そこでは、まず卸の物的流通機能に対する割戻し項目として、

①仕入機能 (送品拠点数、元梱比率等、メーカーからの送品効率化 )、 ②保管・品揃え機能

(ロ ット・期限管理、需給調整、欠品リスク回避の体制等)、 ③配送機能 (受注・納品体制、

製品回収時の協力体制等)、 ④品質管理機能 (温度管理や遮光等、医薬品特性に応 じた品質

管理)を挙げている。次に販売機能に対する割戻し項目として、①販売管理機能 (医薬品販

売データ管理、 トレーサビジティ確保等)、 ②価格交渉機能 (価格交渉に係る業務・労務 )

を挙げ、情報機能に対する割戻し項目では医薬品の副作用情報、適正使用情報等の提供 。収

集を挙げ、さらに、卸の金融機能に対する金融割戻し項目では、債権債務管理機能によるメ

ーカーや医療機関等に対する債権債務管理を挙げている。加えて、2007年 9月 の流改懇の

緊急提言において「一次売差マイナスが常態化した取引改善の観点から、割戻 し・アローア

ンスのうち、一次仕切価に反映可能なものは反映させることが望ましい」とされているとお

り、仕切価の修正を目的とする割戻しの設定はせず、当該提言等に即した対応の必要性を示

している (厚生労働省 [2018b])。

医政局経済課は、メーカー・卸売業者の各関係団体宛に「適切な仕切価・割戻し等の設定

について」(平成 80年 10月 3日 医政局経済課事務連絡)を発出し、メーカーと卸売業者のそ

れぞれにおいて、現状の割戻しについて「医薬品卸売業の機能と割戻しの項目。内容」と照

合してどのような卸機能に着目して設定されたかを確認・整理すること、卸機能を評価 した

ものではなく、仕切価を修正するような割戻しが設定されていると考えられている場合は、

今後の仕切価の見直しに際して仕切価への反映を検討することなどを要請している (厚生

労働省 [2018b])。

医薬品卸売業が担 う卸機能は多岐に亘り、卸売業者は自らの果たす機能への経済的評価

をさまざまな機会で訴求してきたが、これらをメーカー、医療機関や調剤薬局を含めた流通

関係者がいかに評価するかが課題である。

早期妥結の推進については、2014年 4月 から未妥結減算制度が導入されて以降、各年 9

月時点の妥結率は 9割超の水準となっている。流通改善ガイ ドライン適用後の 2018年 9月

時点の妥結率は、2016年同時点の水準と比較すれば若干低下したものの、全体で 91.70/0と

9割超の水準となった (厚生労働省 [2018b])。

単品単価契約の推進については、2018年度上期における単品単価契約率は、前年度と比

較して大幅に上昇 。改善し、200床以上の病院では 2017年度 56.20/。 から 2018年度上期
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84.40/0、 調剤薬局(20店舗以上)で は 62.30/0か ら 96.50/0と なっている。単品単価契約率の大幅

な上昇は、2018年度から未妥結減算制度に基づく報告事項に単品単価契約率等が追加され

たことも大きいと考えられる (厚生労働省 [2018b])。

その他、流通改善ガイ ドラインにおいて課題 とされている「過大な値引き交渉の是正」に

ついては、流通当事者に個々の医薬品の価値を無視 した値引き交渉、医薬品の安定供給や卸

売業者の経営に影響を及ばす流通コス トを全く考慮しない値引き交渉を慎むよう求めてい

るところ、2018年度上期では、単品単価契約の割合上昇と相まつて、納入価の水準が上昇

している(2017年度 90.50/0→2018年度上期 92.50/0)(厚生労働省 [2018b〕 )。

医療用医薬品の流通において、これまで長い問課題とされてきたことについては、流通関

係者の流通改善ガイ ドラインに則 した取組によつて一定の改善が見られるが、今後も継続

的に改善の取組が重ねられる必要がある。

(3)医療用医薬品取引における問題点の整理・分析

厚生労働省では流通改善ガイ ドラインの適用と同時に医政局経済課に相談窓口を設置し、

流通関係者からの個別相談事例に対応 している。2018年 12月 7日 に開催された流改懇に

おいて、それまでに相談窓口に寄せ られた相談件数は「仕切価等の交渉」に関するものなど

21件であつたことが報告されている。また、これらの相談窓口への相談の他、価格交渉途

中の事案等に関して相談窓口を介さない疑義照会や事前相談も相当数あったことが明らか

にされている。さらに、厚生労働省では、関係団体への個別訪問、関係団体への各種会合ヘ

の出席等の活動を通じて不適切事例等の実態を把握し、質疑応答集を発出する等の対応を

行つてきている (厚生労働省 [2018b])。

厚生労働省は、同日の流改懇で相談窓口への相談事例のうち公表すべき事例の相談内容

等も明らかにしている。「仕切価等の交渉」に関するものとして、相談者の卸売業者とその

取引先の一部メーカーとの間で設定されている仕切価・割戻 しが流通経費等を踏まえた水

準に設定されていないとの相談内容で、個別には、①従来仕切価が高水準で据え置かれ、割

戻 しを加味した正味仕切価で見ても、流通経費等を踏まえた水準での仕切価設定となつて

いない、②仕切価の水準が引き上げられ、割戻しを加味した正味仕切価からも流通経費等を

踏まえた水準での仕切価設定となつていない、③仕切価の水準に変更がない中、割戻しが大

幅に縮小され、仕切価に当該割戻 しを加味した正味仕切価からも流通経費等を踏まえた水

準での割戻し設定となっていない、といつた事例であつたことを明らかにしている。当該事

例について、厚生労働省は、各メーカー・卸売業者は、流通経費等の負担の公平性確保を念

頭に、両者間で十分に協議の上、流通改善ガイ ドラインに則 して適切な仕切価・割戻し等を

設定する必要性を強調 している (厚生労働省 [2018b])。

これまでのところ、相談窓口を通じた相談は仕切価等の交渉に関する相談が多かったこ

とが伺えるが、今後も価格交渉等に関する相談を含めて事例を収集 し、その見える化によつ

て流通関係者へ流通改善ガイ ドラインに則 した対応を引き続き促 していくことが重要であ
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別紙 2

2.個別企業等からの提供情報に基づく調査研究

医薬品流通を担う医薬品製造販売業者 (メ ーカー)、 医薬品卸売業者 (卸 )、 保険薬局に対

し、まず複数社に対しインタビュー調査を行い、そこで得られた意見や知見も加えて質問項

目を設定し、アンケート調査を行つた。

(1)イ ンタビュー調査

・メーカー :A社 (2018.■,7実施 )

・卸 :B社 (2018.10.26実施)

C社 (2018,10.26実施)

。保険薬局 :D社 (2018.■ .14実施 )

(2)ア ンケー ト調査

①調査の概要

調査時期 :2018年 12月 ～2019年 2月

調査対象 :メ ーカー30社 (新薬メーカー25社、ジェネリックメーカー5社 )

と口51ネ上

保険薬局 80社

調査手法 :質問紙調査 (イ ンターネットおよび郵送)

有効回答数 :メ ーカー29社 (新薬メーカー24社、ジェネリックメーカー5社 )

卸 41社

保険薬局 25社

(全体の有効回答率は、85.6%)

調査内容 :「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン」

及び「平成 30年度薬価制度抜本改革」が企業経営に与える重要度や影響度、

医薬品流通をよりよくしていくための諸施策の重要度、など

②調査結果

a・「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン」が企業経営に

与える重要度 (表 1-1～ 5参照)

メーカー、卸、保険薬局によって、流通改善ガイドラインの各項目の企業経営に与える重

要度について考えに相違が見られた。

新薬メーカーは、「過大な値引き交渉」を「たいへん重要」とした企業が 87.5%と 約 9割

を占めた。過大な値引き交渉は、卸 と医療機関・薬局が直面する課題であるが、メーカーと

しても、市場実勢価が次回の薬価改定に反映されるという点で重要項目としていることが

理解 される。また、「単品単価契約の推進」「未妥結・仮納入の改善」といった価格形成に関

わる項目を「たいへん重要」 とする企業が約 7割 に及んでいる。
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ジェネジックメーカーは、調査対象が 5社 と数が少ないが、「単品単価契約の推進」を「た

いへん重要」とした企業が 1000/。 と非常に高 く、「過大な値引き交渉」「一次売差マイナスの

解消」を「たいへん重要」とした企業もそれぞれ 800/0で あった。

卸は、「過大な値引き交渉」と「頻繁な価格交渉の改善」を「たいへん重要」とした企業

が 82.9%、 85,4%と 共に8割を超え、価格の値下げ圧力が卸経営の利益の根幹に関わること

として重要視 している。さらに、「頻回酉己送 。急配の削減」や「割戻 し,ア ローアンスの適

正価額設定」をはじめ他の 8項 目についても、5割以上の企業が「たいへん重要」と答えて

いる。「重要」も加えると企 10項 目で 8割以上となり、流通改善ガイドラインのすべての頂

目が卸経営に大変重要な政策項目と捉えていることが理解される。

一方、保険薬局においては、5割以上の企業が「たいへん重要」とした項目は、「(卸 の)

最終原価の早期決定」のみであった。次いで「適切な一次仕切価の提示」を「たいへん重要」

な項目とした企業の割合が 440/0と なってお り、これら両項目の川下における価格交渉への

影響が大きいことを重要視 していることが読み取れる。それに対 し、価格交渉に関する項目

(「過大な値引き交渉」や「頻繁な価格交渉の改善」)や「返品の削減」、「頻回配送・急配の

削減」を「たいへん重要」とした企業は 2割以下と少なかった。

以上をまとめると、メーカー及び卸は、薬価の引下げにつながる川下の価格交渉に関わる

項目を重要と捉えているのに対し、保険薬局は、川上の仕切価交渉等に関する項目を相対的

に重要視 していることが明らかになった。

b.「平成 30年度薬価制度抜本改革」が企業経営に与える影響度 (表 2-1～ 5参照)

メーカー、卸、保険薬局で、共通点と相違点があった。

新薬メーカーは、「新薬創出等加算の見直 し」を「たいへん影響する」とした企業が 95。8%
と非常に高かった。平成 30年度の薬価改定で新薬創出等加算の品目要件・企業要件が厳 し

くなったことが経営への影響が大きいと受け止められている。また、「毎年薬価調査 。毎年

薬価改定」も企業経営に与える影響度として「たいへん影響する」とした企業が 79.20/。 と高

く、次いで「長期収載品の薬価の見直し」が企業経営に与える影響度として「たいへん影響

する」と回答 した企業が 66,70/0で あった。

ジェネジックメーカーは、「毎年薬価調査・毎年薬価改定」を「たいへん影響する」とし

た企業が 100%と 非常に高 く、「後発品価格の集約化」について「たぃへん影響する」とし

た企業が 800/0で あったことが特徴的であった。

卸は、「毎年薬価調査 。毎年薬価改定」について、すべての企業が「たいへん影響する」

と回答 した。メーカーと同様、薬価引下げは卸経営への影響が大きいと捉まえられているこ

とに加え、薬価調査に協力 している卸にとっては業務負担が高まる点もこの結果に大きく

影響 したものと推察される。他の項目では、「市場拡大再算定等の年 4回の実施」が「たい

へん影響する」と回答する企業が 5割 を超えた。

保険薬局は、「毎年薬価調査・毎年薬価改定」を「たいへん影響する」とした企業が 880/O
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と高 く、続いて「長期収載品の薬価の見直 し」を「たいへん影響する」とした企業が 720/0で

あった。

以上をまとめると、メーカー・卸・保険薬局 とも、「毎年薬価調査・毎年薬価改定」を「た

いへん影響する」とした企業の割合が高かった。一方、新薬メーカーは「新薬創出等加算の

見直 し」を「たいへん影響する」とした企業が 9割超と他と比べて突出して高 く、また、ジ

ェネジックメーカーは「後発品価格の集約化」を「たいへん影響する」とした企業が 8割 と

他と比べて突出して高かったことが相違点として挙げられる。

c.医薬品流通をよりよくしていくための諸施策の重要度 (表 3-1～ 5)

流通効率化に関して重要と考える項目についてはメーカー、卸、保険薬局で共通点が多か

った。

新薬メーカーは、「適正な配送頻度」、「共同配送」を「たいへん重要」とした企業がそれ

ぞれ 54,20/0、 45,8%で、配送システムの改善が医薬品流通の効率化には最も重要と考えてい

ることが窺える結果 となった。

ジェネジックメーカーは、「共同配送」を 800/0の 企業が「たいへん重要」としてお り、製

品価格に対 して流通 コス トが高いことを踏まえた配送システムの構築を重要視 しているも

のと推察される結果 となった。

卸は、「適正な配送頻度」を「たいへん重要」とした企業が 65,90/0と 最も多く、頻回配送

や急配の改善を重要視 しているものと推察される結果 となった。続いて、「電子受発注シス

テム」について 41.5%の 企業が「たいへん重要」と回答している。

保険薬局は、「電子受発注システム」を 520/0の 企業が「たいへん重要」としており、ユー

ザーとしても流通の効率化に関して重要施策 と考えていることがわかった。続いて、「適正

な配送頻度」を「たいへん重要」とする企業が 400/0を 占めた。
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問 医薬品流通に関しては、「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者別慣守すべきガイドライン」な贅 は、以下の諸点があ
防 れています。御社の経営の立場から、伽 くらい重要であるかをd回答く農 い。

■たいへん重要

■あまり重要でない

H重要

B重要でない

やや重要

E全く重要でない

n=95

適切な一次仕切価の提示

書」戻し。アローアシスの適コEイ面額設定

(卸の)最終原価の早期決定

一次売差マイナスの解消

単品単価契約の推進

未妥結・仮納入の改善

頻繁な価格交渉の改善

過大な値引き交渉

返品の削減

頻回配送・急配の削減

警4群1■ 詔6

議ロトJ

OO/0 200/0     400/0     600/0     800/0     1000/0

|■■トユ

INDEX※

1   8.40

■   8.フ4

8.29

1    8.69

1   8.61

1    8.84

8.36

■   8,1フ

1警
謗

1ロトエ躙

iど■71酬
卜

.1

1卜・■4i7

表¬-1 全体

4フ .4

48.4

54.フ

48.4

55.8

51.6

60.0

64.2

46.3

43.2
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日たいへん重要

■あまり重要でない

00/O 200/O

■重要

■重要でない

400/0     600/0

やや重要

■全く重要でない

800/0     1000/o
n=24

適切な一次仕切価の提示

割戻し。アローアンスの適正価額設定

(卸の)最終原価の早期決定

一次売差マイナスの解消

単品単価契約の推進

未妥結・仮納入の改善

頻繁な価格交渉の改善

過大な値引き交渉

返品の削減

頻回配送・急配の削減

INDEX※

8.6フ

8.フ 5■2.5

ユ6.7

16.7

■2.S

112.S

883

8.75

丹 8.50

9.33

9.33

9.08

25.0

9,75

栂 8.50

フ.6フ

表刊-2 新薬メーカー

41.フ

50.0

54.2

50,0

フ0.8

70.8

66.フ

8フ .5

50.0

25.0
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40.0

■たいへん重要

日あまり重要でない

H重要

■重要でない

やや重要

■全く重要でない

n=5

適切な一次仕切価の提示

割戻し,アローアシスの適正価額設定

(卸の)最終原イ面の早期決定

一次売差マイナスの解消

単品単価契約の推進

未妥結・仮納入の改善

頻繁な価格交渉の改善

過大な値引き交渉

返品の削減

頻回配送・急配の削減

00/0 200/0     400/0     600/0     800/。      1000/0

2010

20.0

40L0

20:む

20.0

20と0

表可-3 ジェネリックメーカー

INDEX※

8.80

8.80

8.40

9.20

10,00

フ.60

8.40

9,60

8,80

フ.60

40.0

40.0

80.0

100.0

20.0

40.0

80.0

60.0

40.0
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■たいへん重要

Bあまり重要でない

田重要

■重要でない

やや重要

■全く重要でない

n=41

適切な一次仕切価の提示

審」戻し。アローアンスの適上Eイ面額設定

(卸の)最終原価の早期決定

一次売差マイナスの角早
'肖

単品単価契約の推進

未妥結・仮納入の改善

頻繁な価格交渉の改善

過大な値引き交渉

返品の削減

頻回配送・急配の削減

OO/O 200/0     400/o     600/o     800/0     1000/o
INDEX※

8.73″EBI

I
,こと .4   8,98

9.3 8.98

8,93

8.93

9.0フ

9,66

9.61

7.3 9,02

9.27

表1-4 卸売業者

53,7

61.0

58.5

56.1

56.1

58.5

85.4

82.9

58.5

68.3
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44.0

■たいへん重要

日あまり重要でない

H重要

日重要でない

やや重要

■全く重要でない

n=25

適切な一次仕切価の提示

害」戻し・アローアシスの適]Eイ面額言隻定

(卸の)最終原価の早期決定

次売差マイナスの角子,肖

単品単イ面契約の推進

未妥結・仮納入の改善

頻繁な価格交渉の改善

過大な値引き交渉

返品の削減

頻回配送・急配の削減

i20印

00/0 200/0     400/0     600/0     800/0     1000/O

準 0.

200

20iO―

表1-5 保険薬局

INDEX※

フ.フ 6

フ.04

8.40

6.88

フ.44

フ.36

6.40

6.56

フ.04

6,96

28.0

52.0

28.0

32.0

28.0

16.0

20.0

20.0
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問 次に挙げる平成30年度薬価制度抜本改革は、御社にどれくらい影響を与えるとお考えですか ?

■たいへん影響する

日あまり影響しない

H影響する

日影響しない

やや影響する

日全く影響しない

n=95

新薬倉」出等加算の見直し

市場拡大再算定等の年 4回の実施

外国平均イ面格調整の見直し (薬価収載時・収載

後 )

原価計算方式における加算方法等の見直し

費用対効果評価の導入

長期収載品の薬価の見直し

後発品価格の集約化

毎年薬価調査・毎年薬価改定

00/0    200/o    400/0    600/0    800/0   1000/o

24.7

30.9

15.8

協6冊

■〓轟

INDEX※

8,17

.2   フ.81

6.59

6.99

6.85

フ.14

1   9.フ 5

協幹 ⊇

40.0

蹄
酎
齢
銚臣

Iト
エ踊

表2-司  全体

38.9

16.8

19.4

1フ .0

54.7

31.6

91.6
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Eたいへん影響する

日あまり影響しない

日影響する

E影響しない

やや影響する

日全く影響しない
n=24

新薬創出等加算の見直し

市場拡大再算定等の年 4回の実施

外国平均イ面格調整の見直し (薬価収載時・J又載

後 )

原価計算方式における加算方法等の見直し

費用対効果評価の導入

長期収載品の薬価の見直し

後発品価格の集約化

毎年薬価調査。毎年薬価改定

00/。     200/0    400/0    600/0    800/0   1000/O
INDEX※

1争7酔

9,92

フ,92

フ.50

8.33

フ・92

8,42

4.25

9.58

|■|1試議暮

表2-2 新薬メーカー

■■

95,8

41.フ

25.0

45.8

66.フ

16.725.016.フ

フ9.2
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■たいへん影響する

日あまり影響しない

n=5

新薬創出等加算の見直し 4080

市場拡大再算定等の年 4回の実施  20.0

外国平均価格調整の見直し (薬価収載時。
1叉載

後 )

20.0

00/0    200/0    400/o    600/0    800/0   1000/o

H影響する

■影響しない

やや影響する

J全く影響しない

INDEX※

原価計算方式における加算方法等の見直し

費用対効果評価の導入

長期収載品の薬価の見直し

後発品価格の集約化

毎年薬価調査・毎年薬価改定

‐ 20.0

20七〇

3,60

3.20

3.20

4.40

4,00

8,80

9,60

10.00

40.0

表2-3 ジェネリックメーカー

60.0

60.0

60.0

40,0

40.0

60.0

80.0

100.0
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n=41

新薬倉」出等加算の見直し

市場拡大再算定等の年 4回の実施

外国平均イ西格調整の見直し (薬価収載時・収載

後 )

原価計算方式における加算方法等の見直し

費用対効果評価の導入

長期収載品の薬価の見直し

後発品価格の集約化

毎年薬価調査・毎年薬価改定

00/o    200/0    400/0    600/0    800/0   1000/O

日たいへん影響する

日あまり影響しない

H影響する

日影響しない

やや影響する

日全く影響しない

■7ri

INDEX※

骨 8.10

8.49

・
331テ

‐

4と01

.42‐5

表2-4 卸売業者

Ｈ

出

附

骨

6.39

6.51

6.60

8.54

フ,95

10,00

1918

●ユ

41.5

51.2

7 31

12.5

36.6

24.4

100.0
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36.0

■たいへん影響する

Bあまり影響しない

日影響する

E影響しない

やや影響する

口全く影響しない
n=25

新薬創出等加算の見直し

市場拡大再算定等の年 4回の実施

外国平均イ面格調整の見直し (薬イ面収載時・収載

後 )

原価計算方式における加算方法等の見直し

費用対効果評価の導入

長期収載品の薬価の見直し

後発品価格の集約化

毎年薬価調査・毎年薬価改定

OO/0    200/0    400/0    600/0    800/0   1000/0

器 10

24.0

28.0

IN DEX※

フ.52

フ.52

6.フ 2

6.96

蜘日

■。

12.0

36.0 酬 ・o    6.80

8.96

| 8,08

9.44

表2-5 保険薬局

28.0

16.0

20.0

72.0

48.0

88.0
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問 日本の医薬品流通をよりよくしていくために、以下の項目はどのくらい重要と考えられますか? 当てはまるものを選んで下さい。

■たいへん重要

日あまり重要でない

H重要

■重要でない

やや重要

■全く重要でない
n=95

パッケージサイズの業界標準化

電子受発注システム

ロット (取引単位)の標準化

適正な配送頻度

適正なリードタイム

共同配送

卸・薬局の統廃合

れ■トエ

i斗

幹 ,

E巖

14.9 1   7.85

00/0 200/0     400/0     600/0     800/0     1000/0

34.7

INDEX※

30..5
III‖I‖12

■    6.フ2

8.13

6.82

8.67

フ.54

6.00

■8a9

8■19

表3-1 全体

1フ .9

36.8

13.フ

53.フ

30.5
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■たいへん重要

■あまり重要でない

H重要

■重要でない

やや重要

日全く重要でない

n=24

′しケージサイズの業界標準化

電子受発注システム

ロット (取引単位)の標準化

適正な配送頻度

適正なリードタイム

共同配送

00/0 200/0     400/0     600/o     800/0     1000/o

37.5

29.2

16.7

12.5

12.511‖
12

2018

INDEX※

卸・薬局の統廃合

6.33

8.08

6.42

8,75

8.17

8.25

6.83

表3-2 新薬メーカー

8.3 12.5

16.フ

16.フ

54.2

20.8

45.8

29.2
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■たいへん重要

日あまり重要でない

■重要

■重要でない

目やや重要

E全く重要でない
n=5

メしケージサイズの業界標準化

電子受発注システム

ロット (取引単位)の標拳化

適正な配送頻度

適正なリードタイム

共同配送

卸・薬局の統廃合

OO/。 200/0     400/0     600/0     800/0     1000/O

表3-3 ジェネリックメーカー

INDEX※

5.20

フ.60

6.80

8,40

8.00

9.60

6.80

40.020,0

20.0

20.020.0

20.0

40.0

80.0
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■たいへん重要

■あまり重要でない

H重要

E重要でない

やや重要

■全く重要でない

n=41

パッケージサイズの業界標準化

電子受発注システム

ロット (取引単位)の標準化

適正な配送頻度

適正なリードタイム

共同配送

卸・薬局の統廃合

■14 ■32

00/o 200/0     400/o     600/0     800/o     1000/o

43.9

9.8

31.7

H

酷

6.83

8,34

6.88

7.3 9,17

8.05

INDEX※

5    5,90

■7B5

26.8

4215

表3-4 卸売業者

14.6

41.5

65,9

20.0

17.1

10.0
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32.0

■たいへん重要

Eあまり重要でない

雪重要

■重要でない

やや重要

■全く重要でない
n=25

メしケージサイズの業界標準化

電子受発注システム

ロット (取引単位)の標準化

適正な配送頻度

適正なリードタイム

共同配送

卸・薬局の統廃合

1‖‖Il10    
フ・12

INDEX※

フ.20

o    フ.92

フ.84

フ.20

6.80

5,20

OO/0 200/。      400/0     600/0     800/0     1000/O

,4.0

1210

側

13210

16.0

聴 40

皇締 ■

表3-5 保険薬局

52.0

24.0

40.0

32.0

28.0 12.0

16.0 8.0 20.0
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3可紙 3

3,流通改善に向けた施策の検討、提案のための比較研究

医薬品流通と酒類(ビール)流通

消費財流通は、その財の特性などによつて流通面でも特徴がある。

公的医療保険の下で使用される医療用医薬品は、医療保険から医療機関・保険薬局に支

払われる際の価格が 「薬価基準」として定められてお り、この薬価基準で定められた価格

は、卸売業者が医療機関・保険薬局に対して販売された価格 (市場実勢価)を反映させる

ことを前提としているため、適正な取引価格の形成が求められる。 しかしながら、医療用

医薬品の取引は、他の一般消費財 と同様に市場における自由な競争の下に行われることか

ら、薬価差を前提とした取引が行われ、未妥結・仮納入、総価取引といった特有の取引慣

行が見られてきた。これ ら流通上の問題の改善については、流通当事者間の取組 として進

められてきたが、2018年 1月 には、国が主導して流通改善の取組を加速するため、厚生労

働省において 「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイ ドライン」

を策定し、流通関係者にその遵守を求めていくこととされた。

一般に商品価格は、市場における事業者の公正かつ自由な取引を通 じて形成されるもの

で、例えば、酒類についても、その価格は、自由価格であり各事業者が自主的に決定すべ

きものである。 しかし、酒類は、酒税の課される財政上重要な物品であり、その酒税はコ

ス トとして酒類の価格に織 り込まれて転嫁され、最終的に消費者が負担することが予定さ

れていること、到酔性や習慣性を有するなど社会的に配慮を要するものであることから、

酒税の保全と酒類の取引の円滑な運行を図ること等を目的とした法規制 。施策が展開され

ている。

本稿では、医療用医薬品の流通と酒類 (ビール)の流通の比較を試み、流通取引上の課

題・施策の類似′煮や相違点等を明らかにする。

(1)医療用医薬品とビールの流通チャネル

1)医療用医薬品

医療用医薬品の 99%以上は、メーカーから卸売業者を経て、全国の医療機関 。保険薬局

へ販売 。供給されてお り、卸売業者を介さないメーカー直販の割合は極めて小さい。

2)ビール

酒類の流通チャネルは、特に消費者の購買量が多い 日常飲用型酒類は、メーカー と小売

店・飲食店を介 した消費者間に 1段階ない し2段階の中間業者 (一次卸 と二次卸)が介在する

のが一般的であ り、酒類流通業界に固有の特徴はない。ただ小売業者の特徴では、酒のデ

ィスカウンター と呼ばれ る低価格販売を行 う酒類専売の大規模量販店 と、一般酒販店 と呼
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ばれ る小規模で小 口販売を行 う小売店があ り、 どちらも主に酒類専売店である(杉本

[2004]42)。 したがって、酒類も一般消費財と同様にメーカーから卸売業・小売業、消費者

というチャネルであるが、各段階では後に取 り上げる酒税法に基づく免許制が布かれてお

り、製造免許、卸売免許、小売免許等の条件がある。そのため、卸免許 しかない酒問屋は

消費者に販売できず、小売業者は同業者への卸売 も認められていない(酒 文化研究所

[2014]2)。 これはビールの流通でも同様である。ただこのような取引の中で、返品、リベー

トによる販売促進、協賛金の授受、労務提供の受入れ、センターフィー徴収等が見られる。

(2)医療用医薬品とビールの流通に見られる特徴

1)医療用医薬品

公的医療保険の下で使用される医療用医薬品は、銘柄別に公定価格 (薬価基準)が設定

され、全国一律で適用される。近年は医療費抑制政策により、政府は薬価引下げ圧力を強

くしている(伊藤 [2010]31‐ 34)。 消費段階での価格は公定であるが、メーカーと卸間、卸と

医療機関 。薬局間の売買価格は自由であり、自由敢引によつて市場価格が下がれば公定価

格に反映される(印南[2017]15)。 そのため、薬価を下回る価格での取引がなされ、薬価と市

場価格の差が発生する(伊藤 [2010]31‐ 32)。 それにより生ずる複雑・不透明な取引形態や不

適切な取引慣行については、厚生労働省よりその改善が要請されることとなる。2018年 1

月に厚生労働省によって策定された「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守

すべきガイ ドライン」では、1次売差マイナス (糸内入価が仕切価よりも低い状況)の解消、

早期妥結と単品単価契約の推進、医薬品の価値を無視 した過大な値引き交渉の是正等に向

けて流通関係者において遵守すべき事項が示されている。また、その実効性を担保するた

め、厚生労働省では相談窓口を通じた個別取引に関する相談対応等を行っている。

2)ビール

酒類販売は、1938年の酒造税法改正で免許制が導入され、1959年の改正で酒類販売業免

許は卸売業免許と小売業免許に分離された(南方[2010]38)。 酒税法には具体的な規定はなか

つたが、長期間、需給調整のための小売規制が行われてきた。この規制緩和は、1988年の

臨時行政調査会(第 2臨調)で始まった。緩和開始の 1980年代後半は並行輸入の洋酒の低価

格販売が目立ち、メーカーは 1990年にビールの希望小売価格は参考価格であることを表明

した(日 経新聞 1990.10.25)。 他方、199o年代前半は酒のディスカウンターが急成長 し、国

税庁は 1993年 7月 に「酒類販売業免許等取扱要領」を改正し、ディスカウンターの新規出

店を抑制しようとした(中西[1997]12)。 これらディスカウンターが出現した背景には、大

量に酒類を販売すればメーカーからそれに応 じた見返 りが得 られたため、それを利用 した

低価格販売に拍車がかかったためであった。

1990年代半ばから酒類小売業免許自由化への基本的方向が示された。1998年 9月 に国

税庁が「酒類販売業免許等取扱要領」を改正 。適用し、2001年 に距離基準、2003年 に人口
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基準が廃止され、酒類小売業免許は原則自由化された。ただ競争激化地域での新規参入制

限が一部認められたため、酒類の小売販売は全地域で原則自由化されたのは 2006年 8月 で

あった(南方 [2010]89‐ 40)。 こうして酒類流通、特に小売流通は長い間、需給調整、距離、

人口等規制されてきたが規制緩和された。

酒類の小売価格は、1989年に統制価格となり、長く統制されたが、1960年に基準販売価

格制度が導入された。これは大蔵大臣が標準的原価や適正利潤を基礎に定めたが、その後

1964年に国税庁が基準販売価格廃上を告示した。しかし 1964年から68年に国税庁が販売

価格の行政指導をし、公正取引委員会(公取委)が 1982年 に「不公正な取引方法」を告示、

1984年に「不当廉売に関する独占禁止法上の考え方」を提示 した。これによリメーカー希

望小売価格を大幅に下回る販売は減 り、ほぼ希望小売価格で販売されるようになった。た

だ先にもあげたように 1980年代後半にディスカウンターが相次いで誕生し、それに大手ス

ーパーが追随し、希望小売価格制が崩壊した。さらに 1991年に公取委が「流通・取引慣行

に関する独占禁止法上の指針」を公表 し、再販売価格維持行為のガイ ドラインを提示 した。

また 1992年に公取委が「酒類小売業における不当廉売問題の対応について」を公表 し、総

販売原価は 「仕入価格 +販売経費十一般管理費」という考え方を示 した。国税庁も極端な

廉売防止のため、1998年に「公正な競争による健全な酒類産業の発展のための指針」、2000

年に公取委が 「酒類の流通における不当廉売、差別対価等への対応について(酒類ガイ ドラ

イン)」 等を出し、独占禁止法違反(不 当廉売)に は注意や警告をした(南方[2010]40‐ 42)。 こ

のように行政機関は、特にビールの小売段階での廉売行為にさまざまな対応を行つてきた。

しかし、低価格販売は消費者支持が得られるため、なくなることはなかつた。

他方、2005年頃には大手ビールメーカー4社 と酒類卸との間で、希望卸売価格、希望小

売価格を廃止 し、販売量に応 じて卸売に支払 う応量 リベー トを廃止する新 しい取引制度が

導入された。この背景には、①酒ディスカウンターやスーパーなどの台頭で希望小売価格

の維持が困難になったこと、②応量 リベー トに代表される販促費が値引きの原資になり、

既存チャネルの経営を圧迫 していること、③ビール需要が頭打ちとなり、値引販売が販売

量拡大に結びつかず、ビールメーカーの収益を悪化させていたことがあつた(/Jヽ林[2009]125

頁)。 これに対し、大型量販店は店頭価格を据え置くことを明らかにした。一部を除き、大

手スーパーやコンビニエンスス トアも店頭価格を据え置いた。婆初はリベー ト廃上による

卸売価格の実質値上げ分が小売価格に転嫁されるとみられた(日 経新聞 2005,1.28)。 しかし、

小売業の体力だけに依存する販売状況が継続 した。

ビールについて財務省、国税庁が廉売行為に対応 したのは、酒税の保全と酒類取引の円

滑化のためである。国税庁は、酒税法改正は市場縮小を免れない酒類業界の健全な発展に

は「量から質に転換」を図つていく必要があり、それに資するためとしている。2017年 6

月施行の 「酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律」

(議員立法)に よる廉売規制は、1990年頃から約 80年に亘つて進められてきた酒類流通

の規制緩和政策の転換である(酒文化研究所 [2017]1‐ 4)。 国税庁が 1998年に策定 。発出した
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「公正な競争による健全な酒類産業の発展のための指針」、また、2006年 に国税庁の事務

運営指針として制定した 「酒類に関する公正な取引のための指針」においては、①合理的

な価格の設定、②取引先の公平な取扱い、③公正な取引条件の設定、④透明かつ合理的な

リベー ト類についての考え方が示されているが、法的拘束力がなく、指針に則さない取引

が散見される状況にあったところ、改正法に基づき定められた 「酒類の公正な取引に関す

る基準」 (財務大臣が定めて告示)において、正当な理由なく、酒類を総販売原価 (売上

原価の額と販売費及び一般管理費の額の合計額)を下回る価格で継続 して販売する等の行

為を行ってはならないとされ、基準を遵守しない酒類業者に対しては、基準を遵守すべき

旨の 「指示」 「命令」等をすることができ、命令にも従わない場合には罰則の対象とされ

ることとされた。

(3)流通におけるリベー ト課題

商品流通では、メーカーから流通業者へのリベー トの支払いは一般的である。ただ商品

によつてリベー トの位置づけやその機能が異なる場合は多い。

1)医療用医薬品

医療用医薬品のメーカー・卸間の川上取引においても、他の商品流通でもみられるとお

り、リベー ト等の支払いがみられる。2003年以降、メーカーと卸間の仕切価と、卸と医療

機関・保険薬局間の納入価との差がマイナスとなって、それが常態化する中で、2007年 9

月に医療用医薬品の流通改善に関する懇談会 (流改懇)において取 りまとめられた 「医療

用医薬品の流通改善について (緊急提言)」 において、この売差マイナスの是正 。改善の

ための適正な仕切価の設定と合わせて、リベー ト等のあり方についての指摘がなされてい

る。さらに、この売差マイナスの解消に向けて、2018年 4月 から適用された 「医療用医薬

品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイ ドライン」においては、適正な仕切価

に基づく適正な最終原価を設定する上で、ジベー トの設定に関しては 「流通経費を考慮 し

た卸機能の適切な評価」の上で設定するよう求めている。

2)ビール

伝統的に酒類業界では、メーカーは商品を多く販売する流通業者にリベー トを厚 くして

きた。 ジベー トは、メーカーからあるいは卸等の中間業者を介 して小売店に支払われる。

その目的は販売促進、奨励、統制管理である。 目的別には、数量、占有率、累進、忠誠度

等がある(杉本 [199812)。 これらのジベー トはビール業界に限らないが、ビールとい う製品

が広く浸透する商品であるために注目されてきた。

2000年にビールの廉売競争が起きた。そこで公取委は、販売価格に関するガイ ドライン

を設定した。これによリヅベー トを徐々に減らしたメーカーがあった一方、減らさなかっ

たメーカーもあつた(日 経速報ニュースアーカイブ 2017.4.24)。 小売店はしばしばビール

を目玉商品とするため、メーカーはシェア拡大を目指し、リベー トを提供し続ける。それ
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が値 引き競争 を激化 させ、そのためにメーカーの利幅は薄 くなつた (日 経産業新聞

2017.4.25)。 他方、ビールのリベー トの大半が値引き原資となつたが、消費者の支持は低ア

ルコールや焼酎に移行 し、ビール・発泡酒の需要は低下し続け、販促効果は落ちる傾向に

あった。さらに複雑なジベー ト体系が繁多な事務処理を生 じさせ、メーカーではリベー ト

の比重を販売数量から、配送等の機能への対価に転換 しようとした(日 経流通新聞 2004.9.7)。

こうしたメーカーの取引改革は、従来設定したメーカー出荷価格、希望卸売価格、希望小

売価格を除いて廃上 し、同時に販売量に応 じ卸に支払 う応量 リベー トも廃上、価格の引下

げ競争から脱却しようとした (日 経産業新聞 2004.10.1、 小林 [20091125)。 この新取引制度

は、業務用酒販店の競争環境も変化させた。過度な価格競争の元凶であつた応量型 リベー

ト体系についてコス トダウンを図る合理化機能に支払 う仕組みであつたといえる(酒文化研

究所 [2014]2)。 そこで卸はメーカーからの仕入価格、物流費等に利益を上乗せする「コス ト

オン方式」を小売店等に要請 した。ただ小売価格の引上げにつながるために消費者からの

反発があつた(日 経新聞 2005,7.8)。 また大手スーパーが低価格は消費者の支持によるものと

し、これに従わない面もあつた。その後、消費者の酒類の嗜好は大きく変化し、飲酒事故

や飲酒運転等が大きな社会問題 となつたことから、ビールに対する風向きも大きく変化 し

た。

2016年 5月 に成立した酒税法と酒類業組合法の改正では、酒類の公正取引基準を新たに

設け、メーカーや小売店の取引監視を強化 した。これにより仕入値に人件費や運送費等の

販管費を加えた原価を下回る価格で販売等 した小売店への行政指導が可能となった。法令

でもリベー トの支払基準厳格化の必要があり、違反の場合は厳 しい処分が盛 り込まれた(日

経速報ニュースアーカイブ 2017.3.12)。 そして、2017年になるとビール類の店頭価格は上

昇するようになつた。今回の改正は、ディスカウンターから、小規模小売業者を保護する

面が強いが、自由な競争を阻害する恐れもある。ただ、これまで値引き減資とされてきた

ビール流通でのリベー トやコス トの明確化は、その流通を変化させていることがわかる。

(4)ま とめ

本稿では、医療用医薬品と酒類 (ビール)の流通比較を試みた。

医療用医薬品の取引、酒類 (ビール)の取引ともに、公正かつ自由な競争の促進を目的

とする独占禁止法の適用を受けるが、別途、厚生労働省、財務省 (国税庁)が取引価格の

設定等に関する考え方をガイ ドラインや指針等として関係事業者に示し、当該ガイ ドライ

ンや指針等に則 した取組・対応を求めている点において各々の施策は類似 している。

しかしながら、酒類 (ビール)の取引については、2017年 6月 施行の「酒税法及び酒税

の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律」 (議員立法)に よつて、財

務大臣による「公正な取引の基準」の策定 。公示、基準を遵守しない業者への行政指導と

行政処分等が行われることとなり、特に廉売について独占禁止法よりも厳格な法規制が導

入された点において、状況が大きく異なる。
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